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資料 11 農業物価高騰対策支援金の金額根拠について 

 

 支援金については、以下のとおり算出しています。 

 

 １ 物価高騰による影響 

  物価高騰の影響を受ける肥料、種苗費や光熱水費等（以下、「経費」とします。）の

令和 4年分については、令和 5年 1 月と前年同月の農業物価指数との比較による高騰

分から、国の肥料価格高騰対策事業支援金（肥料価格上昇分の 7 割を補助）が支給さ

れることを考慮しても、なお令和 3 年分経費より約 10％上昇しています。 

 

 ２ 支援金額の算出 

農業規模別の農業収入額や農業経営費等が掲載されている農業経営統計調査（令和

3 年）及び上記 1 により、農業規模別の経費高騰分を算出し、概ねその 3 割～5 割程

度を支援金として、算出しています。 

 

 


